
生駒市規則第１０号 

生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則をここに

公布する。 

平成２１年３月３０日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則 

（生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第１条 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年３月生駒市規則

第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「４０時間」を「３８時間４５分」に改める。 

第３条中「８時間」を「７時間４５分」に改める。 

第４条第１項中「１６時間」を「１５時間３０分」に改め、同条第２項中「

掲げる基準」を「定める基準」に、「１６時間」を「１５時間３０分」に改め

る。 

第５条第２項中「４時間３０分」を「４時間１５分」に改める。 

第１３条中「掲げる日数」を「定める日数」に改め、同条第２号中「１６０

時間」を「１５５時間」に、「４０時間」を「３８時間４５分」に、「８時間

」を「７時間４５分」に改める。 

第１３条の３第１項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改

め、同条第２項第３号中「、公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年法

律第９９号）第１条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。 

第１３条の４第３号及び第４号中「８時間」を「７時間４５分」に改める。 

第１４条中「掲げる率」を「定める率」に改める。 

第１７条第１項中「掲げる期間」を「定める期間」に改める。 



第３２条第２項中「８時間」を「７時間４５分」に改める。 

別表第２の２の項中「証人」を「裁判員、証人」に改める。 

（生駒市職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第２条 生駒市職員の育児休業等に関する規則（平成４年４月生駒市規則第８号

）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「１６時間」を「１５時間３０分」に改める。 

（給料等の支給に関する規則の一部改正） 

第３条 給料等の支給に関する規則（昭和３２年７月生駒市規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

第５条第２項第１号ア中「法定労働時間（労働基準法（昭和２２年法律第４

９号）第３２条第１項に規定する労働時間をいう。以下この項において同じ｡)

」を「勤務時間等条例第２条に規定する１週間の勤務時間（以下「１週間の勤

務時間」という｡)」に改め、同号イ並びに同項第２号及び第３号中「法定労働

時間」を「１週間の勤務時間」に改める。 

第５条の３の２第１項を削り、同条第２項中「８時間」を「７時間４５分」

に改め、同項を同条とする。 

第５条の５第４項中「第２条第２項」を「第２条第３項」に改める。 

附 則 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第１条中生駒市職員

の勤務時間、休暇等に関する規則別表第２の改正規定は、同年５月２１日から施

行する。 


